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食品衛生法第26条第３項に基づく検査命令の実施について

（フランス産ナチュラルチーズのリステリア・モノサイトゲネス）

標記については、平成28年３月31日付け生食輸発0331第１号（最終改正：平成28

年４月27日付け生食輸発0427第１号）により通知したところです。

今般、フランス産ナチュラルチーズから基準値を超えるリステリア・モノサイト

ゲネスを検出したことから、同通知中の別表１のフランスの項中、

製 品 検 査 の 条件 検 査 の 試験品採 検査の方法 検査を受ける

対象食品等 項目 取の方法 ことを命ずる

具体的理由

ソ フ ト 及 び 別途指示する製造 リ ス テ 別表２の 平成26年11月28日付 ナチュラルチ

セ ミ ハ ー ド 者で製造されたも リ ア ・ ４による け食安発1128第３号 ーズの成分規

タ イ プ の ナ のに限る。 モ ノ サ こと。 別添「リステリア・ 格に適合しな

チ ュ ラ ル チ イ ト ゲ モノサイトゲネスの いおそれがあ

ーズ ネス 検査について」によ るため。

ること。

を追加し、別添１の１及び別表１を別紙のとおりとするので、御了知の上、関係営

業者への周知方よろしくお願いします。


